
  

 

島根県医療介護総合確保促進基金における医師確保計画推進に関する 

支援事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

１ 県は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第６４号）

第４条に基づき策定された都道府県計画に掲載された事業を実施することを目的として、予算の

範囲内で補助金を交付することとし、その交付については、地域医療介護総合確保基金管理運営

要領（平成２６年９月１２日医政発０９１２第５号厚生労働省医政局長通知）及び補助金等交付

規則（昭和３２年島根県規則第３２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この交付

要綱の定めるところによる。 

 

 （事業者及び交付の対象事業） 

２ この補助金は、島根県医療介護総合確保促進基金における医師確保計画推進に関する支援事業

実施要綱（令和２年３月２７日医第１９１６号。以下「実施要綱」という。）に基づき、島根県

保健医療計画の一部として策定する医師確保計画に定める医師少数区域及び医師少数スポット

に所在する病院、郡市医師会、地域医療連携推進法人、へき地診療所、市町村等が行う別表に定

める事業を交付対象とする。 

 

 （補助対象経費等） 

３ この補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とする。ただし、別表の第１欄に定め

る事業種目ごとの対象経費の実支出額を合計した額により算出された額に１，０００円未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 （１）別表の第２欄に定める基準額（種目別）と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較し

て少ない方の額を選定する。 

 （２）（１）により選定された額の合計と別表の第２欄に定める基準額（１申請事業あたり）と

を比較して少ない方の額を選定する。 

 （３）（２）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較し

て少ない方の額に第４欄に定める補助率を乗じて得た額を交付算定基礎額とする。 

 

 （交付の条件） 

４ この補助金の交付の決定は、次に掲げる事項を条件として付する。 

（１）事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受

けなければならない。 

（２）事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、知事の承認を受けなければなら

ない。 

（３）事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（４）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに

知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（５）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又

は一部を県に納付させることがある。 

（６）事業により取得し、又は効用の増加した財産で単価が５０万円（民間団体にあっては３０

万円）以上の機械及び器具については、知事が別に定める期間を経過するまで、知事の承

認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又

は担保に供してはならない。 

（７）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管

理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 



  

（８）補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、事業に係る収入及び支出を明らかにし

た帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿等及び証拠書

類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）

の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

（９）事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の

相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

（10）事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受け

てはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

（11）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式５により速やかに知事に報告しなければな

らない。なお、知事は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

 （補助金の交付申請） 

５ この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。 

 （１）補助事業者は、規則第４条第１項の規定により補助金の交付を申請する場合には、様式１

を知事に提出し、事業の承認を受けた場合に限り様式１の２を提出するものとする。 

 （２）様式１は、次に掲げる手続きにより提出するものとする。 

   ① 事業主体において事業計画書を作成し、管轄保健所と協議する。 

② 管轄保健所は、上記事業計画書の内容が医師確保計画と整合性がとれており、かつ、地

    域における合意が得られているものであるかを確認する。 

なお、確認にあたっては、各保健所単位で設置している保健医療対策会議等を開催し圏

域における実施承認を得るなど、必要な措置をとること。 

③ 事業主体は事業計画書に管轄保健所の意見書を付し、県医療政策課へ提出する。 

（３）（１）の申請書を提出するに当たっては、事業実施主体において当該補助金に係る消費税

等相当額（補助対象経費に含まれる消費税相当額（消費税及び地方消費税に相当する額をい

う。以下同じ。）のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入に係る消

費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に

規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下

同じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時におい

て当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明確でない事業実施主体に係る部分につ

いては、この限りでない。 

 

 （事業内容の変更等の申請） 

６ この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場

合には、５に定める申請手続きに従い知事の定める日までに様式２を知事に提出するものとす

る。 

 

 （補助金の概算払） 

７ この補助金は、知事が必要と認めた場合には概算払をすることができる。補助事業者が、補助

金の交付を受けようとするときは、様式３を知事に提出するものとする。 

 

（実績報告） 

８ この補助金の実績報告は、次により行うものとする。 

（１）補助事業者は、規則第１０条の規定により実績報告を行おうとする場合には、様式４を知

事に提出するものとする。 

（２）（１）の実績報告書は、当該補助事業の完了した日から起算して１ヶ月を経過した日又は

補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに知事に提



  

出しなければならない。ただし、補助金の金額が概算払により交付された場合には、補助金

交付の決定を受けた年度の翌年度の４月末日までに知事に提出する。 

（３）５の（３）のただし書により交付の申請をした補助事業者は、（１）の実績報告書を提出

するに当たって５の（３）のただし書に該当した各事業実施主体において当該補助金に係る

仕入に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告し

なければならない。 

（４）５の（３）のただし書により交付の申請をした補助事業者は、（１）の実績報告書を提出

した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入に係る消費税等

相当額が確定した場合には、その金額（（３）の規定により減額した各事業実施主体にあっ

ては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに知事に報告するとともに、知事

の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

 

（書類等の提出） 

９ 補助事業者が、この要綱の規定により知事に提出する書類は、医療政策課へ提出する。 

 

（補則） 

10 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は知事が別に定める。 

 

 

附則 （令和２年３月２７日医第１９１６号） 

この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

附則 （令和３年３月２４日医第２２８３号） 

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 



  

別表 

１ 事業種目 

２  基  準  額 

３  対 象 経 費 ４ 補助率 ５ 事業者 １申請事業あたり 

種目別  

連携事業 １事業あたり 10,000

千円 

10,000

千円 

医師を確保するために圏域

の医療機関（郡市医師会、

地域医療連携推進法人を含

む。）や自治体と連携して

実施する医師招聘事業に要

する次の経費 

報償費、職員等旅費、需用

費（消耗品費、印刷製本費

）、役務費（通信運搬費、

広告料、手数料）、委託料

、賃借料及び使用料 

１ 

２ 

島根県保健医療

計画の一部とし

て策定する医師

確保計画に定め

る医師少数区域

及び医師少数ス

ポットに所在す

る病院、郡市医

師会、地域医療

連携推進法人、

へき地診療所、

市町村等 

資金貸与事業 医師１名あたり 2,000

千円 

県内の医師多数区域又は県

外から新規に常勤雇用する

者（当該医療機関の就業規

則等に定める勤務時間の全

てを勤務する者）又は新規

に非常勤雇用する者で勤務

日数等を勘案して知事が適

当と認める者を対象として

、当該医療機関において１

年以上勤務することを返還

免除の条件とする資金貸与

制度を設け、当該制度に基

づき資金貸与を行う際に要

する経費 

逸失利益 

 

派遣医師１名１月あた

り 派遣元医療機関に

おける直近の決算数値

により算出される医師

１名が１ヶ月にあげる

利益 

ただし、算出した利益

が1,250千円を超える場

合は、1,250千円を基準

額とする。 

県内の医師少数区域又は医

師少数スポットに所在する

病院、へき地診療所へ医師

の派遣（定期的な派遣に限

る）を行うことで生じる逸

失利益 

 

（対象経費の付記） 

 （１）資金貸与事業の対象外 

県のへき地医療奨学金貸与規則（平成 14 年島根県規則第 15 号）、医学生地域医療奨学金

貸与規則（平成 18年島根県規則第 14 号）、しまね医学生特別奨学金貸与規則（平成 18 年島

根県規則第 47 号）、緊急医師確保対策枠奨学金貸与規則（平成 21 年島根県規則第 48 号）、



  

特定診療科医師緊急養成奨学金貸与規則（平成 22 年島根県規則第 21 号）又は研修医研修支

援資金貸与規則（平成 22 年島根県規則第 22 号）に基づく貸与を受けた者及び自治医科大学

の医学課程の修了者であって、当該大学の規定に基づく出身都道府県等における勤務義務期

間内（義務年限内）の者については、本事業の対象としない。 

また、前任地において本事業による貸与等を受け相当期間を経ずに赴任した者も対象とし

ない。 

 （２）逸失利益の計算方法 

 

 

 

 

 

 

1
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　a：医業収益（入院＋外来）

　b：医業費用（医療職の人件費＋材料費＋その他経費）

　※1  直近決算ベース

　※2  算出した値が1,250千円を超える場合は、1,250千円を基準額とする。

　※3  非常勤医師を派遣する場合は、常勤換算すること。（例：週1日派遣の場合　1日／5日＝0.2）

派遣月数×

医師1名が1ヶ月にあげる利益（※2)

医師数（常勤医＋非常勤医（常勤換算後）)

a－b（※1）
× ×

派遣医師数
（※3）


